
1

山　　形　　県　　公　　報 号外(■)平成■年■月■日（■曜日）

平成16年４月１日（木）

 

号　　外（34）

  目　　　　　次  

企 業 局 関 係

規　　程
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  企 　業 　局 　関 　係  

山形県企業管理規程第６号

　山形県企業局電気事業関係電気工作物保安規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成16年４月１日

山形県企業管理者　　細　　　野　　　武　　　司

　　　山形県企業局電気事業関係電気工作物保安規程の一部を改正する規程

　山形県企業局電気事業関係電気工作物保安規程（昭和40年９月県企業管理規程第12号）の一部を次のように改正

する。

　第６条第２項第１号の表を次のように改める。

　第６条第２項第２号の表中「技師」を「主査」に、「５　朝日川第二発電所」を

「５　朝日川第二発電所

　６　新野川第一発電所（建設）　に改める。

　７　横川発電所（建設）　　　」

　別表第１を次のように改める。

(毎週火・金曜日発行)

監　　督　　す　　る　　設　　備　選任対象職位　　配 置 対 象 事 業 場　

　北部発電管理事務所、倉沢発電所、寿岡発電所、蘇岡

発電所、大沢川発電所、肘折発電所、温海川発電所、

鶴子発電所、寿岡連絡送電線、蘇岡連絡送電線、南部発

電管理事務所、野川第一発電所、野川第二発電所、白川

発電所、朝日川第一発電所、朝日川第二発電所、野川連

絡送電線及び朝日川連絡送電線

課 長

課 長 補 佐
本 局 電 気 課

　新野川第一発電所（建設）及び横川発電所（建設）
課 長

課 長 補 佐
南 部 発 電 管 理 事 務 所
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別表第１

保　　安　　に　　関　　す　　る　　組　　織

　　　附　則

　この規程は、公布の日から施行する。

総 務 課

知

事

最上総合支庁

置賜総合支庁

庄内総合支庁

建 設 部

建 設 部

建 設 部

高 坂 ダ ム 管 理 課

野川水系ダム管理課

荒 沢 ダ ム 管 理 課

温 海 支 所

白川ダム管理支所

新鶴子ダム管理所

最上川ダム統合管理事務所

新 庄 工 事 事 務 所

長井ダム工事事務所

横川ダム工事事務所

東北地方整備局

北陸地方整備局

野 川 第 一 発 電 所

野 川 第 二 発 電 所

白 川 発 電 所

朝 日 川 第 一 発 電 所

朝 日 川 第 二 発 電 所

新 野 川 第 一 発 電 所

横 川 発 電 所

南部発電管理事務所

野 川 連 絡 送 電 線

朝 日 川 連 絡 送 電 線

倉 沢 発 電 所

寿 岡 発 電 所

蘇 岡 発 電 所

大 沢 川 発 電 所

肘 折 発 電 所

温 海 川 発 電 所

鶴 子 発 電 所

北部発電管理事務所

寿 岡 連 絡 送 電 線

蘇 岡 連 絡 送 電 線

北部発電管理事務所
（倉沢、寿岡、蘇岡、大
沢川、肘折及び温海川
発電所ダム水路主任技
術者）

電 気 課
（電気主任技術者）
（鶴子発電所ダム水
路主任技術者）管

理

者

企

業

局

南部発電管理事務所
（野川第一、野川第二、

白川、朝日川第一及び
朝日川第二発電所ダム
水路主任技術者）

（新野川第一及び横川発
電所ダム水路主任技術
者）

（新野川第一及び横川発
電所電気主任技術者）

注　１ 　　 は、保安業務（電気）の系統を示す。

　　２ 　　 は、保安業務（ダム水路）の系統を示す。

　　３ 　　 は、河川管理者との関連を示す。

坂 部 印 刷 株 式 会 社
坂 部　 登
電話　 山形(631)2057   (631)2056

発行所
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